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　日本は子宮頸がん予防対策として子宮頸がん検診とヒ

トパピローマウイルス（human papillomavirus：HPV）

ワクチンの定期接種を全国で実施しているが、子宮頸が

ん、およびその他のHPV関連がんで罹患・死亡率が上昇

傾向にあり（2.1、2.2参照）、対策の強化が求められてい

る。ここでは、日本で子宮頸がんおよびその他のHPV関

連がん予防対策を推進するための方策について述べる。
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子宮頸がん・その他のHPV関連がんの予防に必要な方策

　子宮頸がんおよびその他のHPV関連がん（中咽頭がん、

肛門がん、腟がん、外陰部がん、陰茎がんなど）は性交渉

を介するHPV感染が原因でおこるがんであり、予防には

性感染症の予防を含むHPV感染の予防が第一に重要で

ある。また、喫煙がHPV感染および持続感染のリスクを高

める可能性があること1,2)、そして子宮頸がんや中咽頭が

んなどは喫煙との因果関係も認められていることから、た

ばこ対策も合わせて強化することが重要である。以下に

子宮頸がんおよびその他のHPV関連がんにおける１次予

防対策を強化するための方策を、1）HPVワクチン接種勧

奨、2) HPVワクチン接種の環境整備、3) HPVワクチンに

関する情報の提供と普及、4) HPVワクチン接種対象者の

ケアの充実、5) HPVワクチンの対象および6) ワクチン以

外による１次予防の分野で提案する。

1） HPVワクチン接種勧奨

　2022年4月1日にHPVワクチン接種の積極的な勧奨

が再開され、１％未満まで落ち込んでいた接種率が回

復し始めているが 3)、キャッチアップ接種対象である

1997年度～2004年度生まれの女性を対象とした接

種意向に関するインターネット調査によると、対象者の

HPVワクチン接種への意欲は低い4)（3.3参照）。子宮

頸がんおよびその他のHPV関連がんを効果的に予防

するために、キャッチアップを含めた対象者への接種

勧奨の強化が必要である。特にキャッチアップ接種対

象者の年齢においては性交による感染機会が多いと

考えられるため、接種勧奨を急ぐ必要がある。

　接種勧奨を強化するには、ワクチンの実施主体であ

る自治体による取り組みがまず求められる。予防接種

率向上のための具体的な対策の一つとして、米国の専

門委員会、Community Preventive Services Task 

Force（CPSTF）はリマインダー（接種予定日前の案

内）・リコール（接種予定日を過ぎている場合の案内）

を推奨している5)（3.5参照）。日本では、自治体が個々

のワクチン接種の案内および情報管理を担っている

が、接種歴の確認ができない場合があること（6.1参

照）、リマインダー・リコールを適時に送るには人手が

必要なことなどが障壁となっていると考えられる。

HPVワクチン接種に関する情報を全国でデジタル化

し、マニュアルで行う作業を最小限にして通知、リマイ

ンダー・リコールを効率的に実施する仕組みを構築す

ることが、接種率の向上につながる。

　HPVワクチンの接種を普及させるためには、実施主体

だけでなく、医療機関、教育機関、民間団体、学会、専門

家、NPOなど様々な団体および個人の社会的動員が貢

献できると考えられる。日本産科婦人科学会などの学

術団体や各種団体はHPVワクチンの積極的勧奨の再開

を求める要望を繰り返し厚生労働省に出した6,7)。これ

らの団体は積極的勧奨が再開された後も、医療関係者

向けにHPVワクチンに関する情報提供を実施してきた。
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ほかにも、医療従事者や公衆衛生の専門家がウェブサ

イトやソーシャルメディアを用いてHPVワクチン接種

を勧める取り組みも行われてきた8)。子宮頸がん予防

に関するNPOなど民間団体もHPVワクチンの普及の

ための活動を行っている。こうしたアドボカシー活動は

今後もHPVワクチンに関する情報の共有と接種率の

向上に貢献できると考えられる。

2） HPVワクチン接種の環境整備

　HPVワクチンの普及には、ワクチンを接種しやすい環

境の整備が必要である。米国CPSTFは予防接種への

アクセスを改善させるための効果的な方策として学校

や児童センター、女性・乳児・小児が訪れる場、自宅訪

問で実施する予防接種を推奨している 5)。日本では、

予防接種法に基づくワクチンの定期接種は個別接種

（個人が医療機関で個別に受ける予防接種）を原則と

しており、予防接種の実施に適した施設において集団

を対象にして行う集団接種（会場と日程、時間を決めて

実施する予防接種）も差し支えないとされている9)。個

別接種が原則とされているのは、予防接種を受ける者

の個人的な体質などをよく理解した医師が、当日の体

調などを的確に把握した上で予防接種を行うことが望

ましいためである10)。2023年２月現在、新型コロナウ

イルスワクチンのみ集団接種が行われているが、学校

におけるコロナワクチン接種については「保護者への

説明の機会が乏しくなる、接種への個々の意向が必ず

しも尊重されず同調圧力を生みがちである、接種後に

みられた体調不良に対するきめ細かな対応が難しいと

いった制約があること」から推奨されていない11)。予

防接種を個別接種と集団接種のどちらで実施するかに

ついては、予防接種の実施主体である市町村（特別区

を含む）により個別に決定されるが、それぞれの地域で

実現可能性を考慮し、接種時の不安や接種後の様々な

症状に対応できる体制を確保した上で、HPVワクチン

を接種しやすい環境を整備する必要がある。

3） HPVワクチンに関する情報の提供と普及

　HPVワクチン接種意欲向上の妨げとして、積極的な

勧奨の差し控えの発端となった接種後の症状に関する

報道と、それに続く約8年間にわたる積極的な勧奨の

差し控えによる影響があると考えられる12)。接種時の

不安を軽減するための情報（ワクチンの安全性および

接種後生じる可能性がある副反応や有害事象に対する

ケアの体制）と長期的なメリット・デメリット（HPVワクチ

ンによるがん予防効果、子宮頸がんのリスク、治療によ

る合併症、接種後に起こりうる様々な症状とその頻度

など）について積極的に情報提供を行い、正しい情報に

基づく意思決定を可能にすることが重要である13)。

　HPVワクチン接種には親、特に母親の考えが大きく影

響するため、情報提供は接種対象者だけではなく、保護

者も対象とするべきである14)。厚生労働省はワクチン

に関する資料を接種対象者と保護者向けに作成し、そ

の資料は自治体などによって活用されている15)。それ

に加え、不安や疑問を持つ保護者には、きめ細かな説明

をし、接種対象者が保護者とともにHPVワクチンのメ

リット・デメリットについて知識を得てもらい、正しい情

報に基づいて意思決定ができるようにサポートする必

要がある。2013年に静岡県の中学校で行われた研修

医によるHPVワクチンに関する授業を受けた学生とそ

の授業の宿題に参加した母親の両者において、HPVワ

クチンに関する知識が高まったという報告がある16)。こ

うした事例がほかの自治体でも導入しやすいように、

HPVワクチンおよびHPV関連がんに関する情報提供・

普及の事例を共有できる枠組みがあるのが望ましい。

　HPVワクチン接種対象者およびその保護者以外にも

HPVワクチン接種提供者（医師、看護師、医療機関、

自治体関係者）への情報提供をほかの方策と組み合わ

せて実施することも重要な対策である 5 )。これに
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ついて厚生労働省は、医療従事者向けのリーフレット

の作成、自治体向けの説明会を行っている。医師会、医

療機関など医療者全体でＨＰＶワクチンの有効性と安

全性（3.2参照）、正しい接種方法、副反応や有害事象

への対応方法、相談支援体制（3.4参照）などについ

て、情報共有を行うことが求められる。

4） HPVワクチン接種対象者のケアの充実

　HPVワクチンは、2013年の定期接種開始後に接種後

の様々な症状が報告され、積極的勧奨が差し控えられ

た経緯があり、接種対象者のケアのための医療体制の

充実が重要である（3.4参照）。定期接種の対象年齢は

思春期にあたるため、接種後に生じる可能性がある

様々な症状の出現に対応するためには接種前、接種時、

および接種後まで切れ目のないサポートが特に重要と

なる。2022年3月にとりまとめられた「HPVワクチン接

種後に生じた症状に関する診療マニュアル」では、多様

な症状と関連病態、接種からフォローアップまでの流

れ、接種医および対応にあたる医師の役割、副反応疑い

時の手続きなどについて詳述している17)。特にHPVワ

クチン接種後の症状に対して最初に診療を行う医師

（ファーストタッチ医）の役割は重要であり、このマニュ

アルを地域の医療者、医療機関に周知、実践することが

求められる。厚生労働省はHPVワクチンに関する相談

支援・医療体制強化のために地域ブロック拠点病院を

整備している。この拠点病院がハブとなり、自治体、関係

学会、地域および協力医療機関が連携して、HPVワクチ

ンの接種対象者に適切な相談・診療を提供していく必

要がある。

5） HPVワクチンプログラムの対象

　世界保健機関（World Health Organization：

WHO）は子宮頸がん対策として9歳～14歳女性をHPV

ワクチンの接種対象とすることを推奨しているが、アメ

リカ、オーストラリア、カナダ、ノルウェーなどは、男性も

対象に含めHPVワクチンの定期接種を実施している

（3.5参照）。男性においてHPV感染を予防することで、

集団免疫による女性のHPV感染の予防だけではなく、

男性におけるHPV感染および、HPV感染に起因する中

咽頭がんなど（1.2参照）の予防にもつながると考えら

れている18-20)（3.2参照）。日本でも男性の定期接種化

については、2022年8月4日のワクチン評価に関する小

委員会において今後検討していくことが提案されてい

る21)。こうした議論に資する科学的証拠のまとめ、日本

における導入の効果や費用の推計に関するデータを海

外のデータと併せて蓄積していく必要がある。

　HPVワクチン接種の条件に関連して、接種対象年齢に

ついても議論されている21)。現在公費で接種を受けら

れるのは小学6年生～高校1年生相当の女性だが、薬事

承認上には9歳あるいは10歳以上であれば男女共に

HPVワクチンを接種することができる（ただし男性は

2023年2月時点で4価のみ）。接種対象年齢を下げるこ

とによる副反応のリスクや効果への影響、メリット・デメ

リットのバランスについても科学的根拠を基に議論する

価値があると考えられる。

6） HPVワクチン以外による１次予防

　HPVワクチン接種は高い感染予防効果が期待できる

が、ワクチンにウイルス排除の効果がないこと、ワクチ

ンで予防できないHPVの型に感染する可能性があるこ

と、性交渉開始後の接種の場合に予防効果が減少して

しまうことから、ワクチンを接種してもHPV感染による

がんのリスクはゼロにはならない（3.2、4.2参照）。HPV

感染の予防には、HPVワクチン以外の性感染予防対策

の普及が必要である（5.1参照）。喫煙もHPV感染・持続

感染1,2)、子宮頸がんおよび中咽頭がんなどのリスクを

上昇させるため、HPV関連がん対策の一環として禁煙

支援・治療など、包括的なたばこ対策を推進するべきで

ある（5.2参照）。
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　子宮頸がんの予防には、HPVワクチン接種による1次予

防に加えて、検診による2次予防も重要である。特に、HPV

ワクチン未接種者、既にHPVに感染している可能性がある

キャッチアップ世代、ワクチン接種の対象でない世代には

検診による子宮頸がんの2次予防対策が必須である。日本

における子宮頸がん検診受診率は43.7％と低く（2019年

国民生活基礎調査）、近年では20歳～40歳代で子宮頸が

んの罹患率が増えている（2.1参照）。これは妊孕性の観点

からも重要な課題であり、早急に対策を強化する必要があ

る。子宮頸がん検診を有効に実施するために必要な方策

として、1) 検診受診勧奨、2) 子宮頸がん検診の提供体制、

3) 子宮頸がんの2次予防に関する情報の提供と普及、お

よび4) 検診受診の環境整備が挙げられる。

1） 検診受診勧奨

　厚生労働省は行動科学やソーシャルマーケティング

やナッジ（望ましい行動をとれるようそっと後押しする）

理論に基づく受診率向上施策を推奨している22)。ナッ

ジ理論に基づいた方策の具体的な例として、高知市で

は、市民の何割が特定健診を受けているか、過去10年

間で受診率が何倍になったか、といったようなメッセー

ジを健診受診勧奨案内に盛り込み、同じような状況の

人々がどのように行動するかを伝えることで行動変容

を図った22)。こうしたナッジ理論に基づく対策はがん

検診においても有用であると考えられる。

　また、前述のワクチン対象者へのリマインダーは科

学的根拠に基づく効果的な方策として検診においても

推奨されている23)。しかしながら、日本で検診受診対

象者に個別受診勧奨を行った市町村は全体の51.5％

で未受診者へのリコールを実施した市町村は全体の

8.9％であった（6.2参照）。これには未受診者の特定、

郵送の処理などに必要な人手が不足していることが障

壁となっていると考えられる。HPVワクチンのキャッチ

アップ対象者には合わせて子宮頸がん検診を受診す

るよう働きかける必要があり、対象者の年齢や検診受

診状況に応じた情報提供も求められる。ワクチン同様、

検診の対象者や受診歴に関する情報を全国でデジタ

ル化し、マニュアルで行う作業を最小限にしてリマイン

ダー・リコールを効率的に実施する仕組みが求められ

る。現在受診率が特に低い20歳～30歳代の女性につ

いては就学、就職、婚姻などに伴う転居によって受診の

案内などが本人に届いていない可能性が指摘されて

いる。オーストラリアで導入されているような電子シス

テム（6.3参照）によって、Eメールやテキストメッセージ

で受診の案内やリマインダー・リコールが送れる仕組

みを構築する必要がある。

2） 子宮頸がん検診の提供体制

　子宮頸がん検診を実効的に実施するための制度的な

課題として、検診を行う産婦人科医が地方で充足して

いないことがある（4.3参照）。細胞診の提供体制におい

ても、細胞診の標本作成・検鏡を行う細胞検査士の地域

偏在が指摘されており、地方における産婦人科医と細

胞検査士の育成、あるいは都市部の連携体制を構築す

るなどの方策が必要であると考えられる。

　子宮頸がん検診の質を高めるために、検診（場所、方

法）から経過観察・診断までの国内統一のルールづくりと

普及が必要である。子宮頸がん検診のコアな対象者であ

る20歳～40歳の女性では就職や婚姻などによる転居率

が高いため、地域や診療所ごとに方針・判断が異なるこ

とは避けなければならない。中でも、法的な位置づけが

ない職域の検診は現在の枠組みでは精度管理が困難と

なっている（4.3参照）。厚生労働省は、職域でのがん検診

の標準化を目的として「職域におけるがん検診に関する

マニュアル」を作成したが 24)、法的な根拠がない中で

どのように普及させるかが課題である（6.2参照）。

② 検診による子宮頸がんの2次予防
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住民検診、職域、人間ドックなど、実施主体を問わず統一

のルールで検診事業の管理ができる制度的な枠組みの

検討が必要である。

　今後日本でも導入が検討されるHPV検査を用いた子

宮頸がん検診についても、陽性例のトリアージや精密検

査実施体制を含めて、日本において実施可能性の高い

検診のアルゴリズムを検討する必要がある（4.2、4.3参

照）。同時に、HPV検査を用いた検診に対応した保険制

度の見直しも必要である。現時点（2023年２月）では、

がん検診としてHPV検査を行って結果が陽性であって

も、保険診療でその経過観察を行うことはできないた

め、今後子宮頸がん検診においてHPV検査を導入する

場合には、HPV検査陽性者を保険診療で扱うための制

度の構築が必要である。

　海外ではHPV検査の自己採取法を導入することに

よって子宮頸がん検診未受診者における受診率を上げ

たという報告がある25)。オーストラリアでは、2022年7

月から、検診対象者全員に自己採取によるHPV検査を

子宮頸がん検診法の選択肢として採用している26)。現

在、日本ではHPV検査による子宮頸がん検診ではなく、

細胞診による子宮頸がん検診が実施されており、細胞

診では自己採取法は精度が低いことから自己採取によ

る検体は認められていない27)。HPV検査単独法の自己

採取法については、国内での科学的証拠が十分に蓄積

しておらず、受診率向上につながるか、精密検査以降の

プロセスにつながるかなどについて、国内の研究成果

に基づく検討が必要である。

3） 子宮頸がんの2次予防に関する情報の提供と普及

　子宮頸がんおよびその検診に関する認知度・知識を高

めるための取り組みが自治体などによって行われてい

る。しかし若い女性で自治体が発行している子宮頸がん

検診受診勧奨資材を認知しているものは少なく、自分

が受診対象者に該当すると認知しているものが少ない

という報告があり28)、若い女性に届く形での積極的な

情報提供が必要である。自治体によっては、郵送による

資料の配布だけではなく、成人式における啓発資材の

配布（大阪府大阪市、神奈川県川崎市）、大学と連携した

啓発（大阪府大阪市、山梨県、神奈川県横浜市）、ソー

シャルメディア（静岡県浜松市）や個人用メールアドレス

（群馬県渋川市）を活用した啓発など、様々な媒体を活

用した情報提供活動が行われている29)。こうした事例

を自治体間で共有し、各自治体が地域の実情に合わせ

た効果的な子宮頸がん検診の情報提供と普及を実施す

ることが望まれる。

4） 検診受診の環境整備

　子宮頸がん検診の主たる対象者は20歳～40歳であ

るが、この世代に適した受診環境が整備されていない。

就職、結婚、子育て、転職、昇進などライフイベントが多

い年齢であることから、検診を受診できる場所や時間、

利便性を増やすなど、受診しやすい環境の整備が必要

である。

　また、20歳代女性については、産婦人科受診が初めて

の場合も多く、不安などによる心理的な障壁もあると考

えられるため、不安を取り除くための環境整備も必要で

ある。イギリスや北欧など検診受診率が高い国のよう

に、親子同時の受診を可能にする仕組みも検討の価値

がある（4.3参照）。職域で検診が提供されていない場

合など、子宮頸がん検診の対象者の多くは自ら医療機

関を予約して受診する必要があるが、例えば大学・短期

大学・専門学校、中小企業などで子宮頸がん検診を提供

する枠組みを構築することで、利便性を改善するだけで

なく、周囲も一緒に受診できる環境をつくることが可能

となる。また、年齢に限らず働く女性については、職域検

診の充実や個別検診、週末や時間外に受診できるよう

に提供体制を改善する必要がある。
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　子宮頸がんおよびその他のHPV関連がん対策を効率的

かつ効果的に実施するためには、事業の管理・運営から、

データに基づいたHPV関連がんの実態の把握、対策の評

価、新たな対策の立案などを可能にする仕組みを構築する

ことが重要である（６章参照）。具体的には、1) HPVワクチ

ン接種情報の管理、2) 子宮頸がん検診に関する情報の管

理 、および3) 子宮頸がん対策全体を通じた情報管理を行

う仕組み作りが求められる。

1） HPVワクチン接種情報の管理

　HPVワクチン接種歴は各市町村が個別に管理してお

り、全国的な登録制度はない（6.1参照）。また、自治体に

よって管理されている接種歴情報の保存期間は接種日

から5年と定められており、それ以上さかのぼって接種

歴を確認することができない場合がある。そのため、母

子手帳など個人で記録していない場合、接種漏れ、ある

いは過剰な接種が生じる危険性が指摘されている。こう

した問題を避けるためにも、接種対象者、ワクチン提供

者の両方がアクセス可能なHPVワクチン接種の全国的

な登録制度をつくるべきである。

2） 子宮頸がん検診に関する情報の管理

　子宮頸がん検診についても、検診の実施主体を統合し

て受診歴を管理する仕組みがない。住民検診事業にお

いては各市町村が検診受診者台帳を管理しているが、対

象者が住民検診以外で検診を受けた場合、自治体が管

理する台帳には反映されない。さらに、職域のがん検診

では検診の結果やその後の診断結果を事業者側が系統

的に把握する仕組みが存在しないため（6.2参照）、がん

検診事業の実態把握や精度管理が難しい。オーストラリ

アでは、がん検診の管理システムを通じてがん検診の実

態把握が可能な仕組みがあり、精度管理とサーベイラン

スが一体的に行われている（6.3参照）。日本でも自治体

における検診事業のデジタル化が進められているが、

職域および個人で受診している場合も含めて、検診事

業全体を統一した基準で管理できる仕組みが必要で

ある。

3） 子宮頸がん対策全体を通じた情報管理

　公衆衛生対策に重要なサーベイランス・モニタリング

において、WHOは予防から治療・フォローアップケアま

で連続した管理体制を推奨している（6.3参照）。しかし

ながら、日本には全国的ながん登録と死亡登録（人口動

態統計）はあるが、HPVワクチン接種および子宮頸がん

検診には全国的な登録システムがなく、予防対策事業

の運営・精度管理における障壁となっている。さらに、子

宮頸がんの1次予防、2次予防対策の全国的な登録シス

テムがないことは、子宮頸がん対策の立案と評価に必

要な実態把握と科学的根拠の創出も困難にしている。

オーストラリアのようなワクチン接種、検診受診、保険診

療などの情報を合わせて一元管理する仕組み（6.3参

照）をモデルとして、日本で実施可能な子宮頸がん対策

全体の管理体制の構築を検討すべきである。

③ HPV関連がん予防対策の基盤となる管理体制
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